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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
東
京
都
市
計
画
道
路
都
市
高
速
道
路
第
一
号
線
（
新
京
橋
連
結

路
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書

案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
段
階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、

条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

千
代
田

区

丸
の
内
一
丁
目
、
丸
の
内
二
丁
目
、
丸
の
内
三
丁
目

及
び
有
楽
町
二
丁
目
の
区
域

中
央
区

銀
座
一
丁
目
、
銀
座
二
丁
目
、
銀
座
三
丁
目
、
銀
座

四
丁
目
、
八
重
洲
二
丁
目
、
京
橋
二
丁
目
、
京
橋
三

丁
目
、
八
丁
堀
三
丁
目
、
八
丁
堀
四
丁
目
、
新
富
一

丁
目
、
新
富
二
丁
目
、
築
地
一
丁
目
、
築
地
二
丁
目
、

築
地
三
丁
目
、
入
船
二
丁
目
、
入
船
三
丁
目
及
び
明

石
町
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地㈠

事
業
者

東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
田

信
弘

千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
四
番
一
号

㈡

環
境
影
響
評
価
の
実
施
者
（
都
市
計
画
を
定
め
る
者
）

東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
都
市
高
速
道
路
第
一
号
線
（
新
京
橋
連
結

路
）
建
設
事
業

道
路
の
改
築

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
首
都
高
速
道
路
日
本
橋
区
間
の
地
下
化
に
伴
い

必
要
と
な
る
大
型
車
の
環
状
方
向
の
交
通
機
能
を
確
保
す
る
た
め
、

現
在
の
東
京
都
市
計
画
道
路
都
市
高
速
道
路
第
四
号
線
と
東
京
都

市
計
画
道
路
都
市
高
速
道
路
第
一
号
線
を
地
下
で
結
ぶ
新
京
橋
連

結
路
を
設
置
し
、
関
連
工
事
と
し
て
出
入
口
の
設
置
と
東
京
都
市

計
画
道
路
都
市
高
速
道
路
第
一
号
線
の
掘
割
区
間
（
新
金
橋
か
ら

亀
井
橋
ま
で
）
の
擁
壁
の
更
新
等
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
地
盤
、
水
循
環
、
景

観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
及
び
廃
棄

物
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
八
日
ま
で
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
並

び
に
令
和
四
年
十
二
月
二
十
九
日
、
同
月
三
十
日
及
び
令
和
五

年
一
月
三
日
を
除
く
。

な
お
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
三

日
ま
で
の
日
は
、
縦
覧
期
間
の
日
数
に
算
入
し
な
い
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

千
代
田
区
環
境
ま
ち
づ
く
り
部
環
境
政
策
課

千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
二
番
一
号

イ

中
央
区
環
境
土
木
部
環
境
課

中
央
区
築
地
一
丁
目
一
番
一
号

中
央
区
役
所
七
階

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
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舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
五
年
二
月
二
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt ／reading_guide／index.htm
l
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令和4年12月14日（水曜日）東 京 都 公 報（第17720号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
舟
渡
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化

ひ

合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素

及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ベ
ン
ゼ
ン

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
害

物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示

第
三
百
九
十
二
号
、
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十
五
号
、

同
年
東
京
都
告
示
第
千
五
十
三
号
、
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第

三
百
六
十
七
号
及
び
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
五
号
に

よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示

第
三
百
六
十
七
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除

す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
稲
城
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17720号）東 京 都 公 報令和4年12月14日（水曜日）１１

公

告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
都
市
高
速
道
路

第
一
号
線

追
加
す
る
部
分

港
区
東
新
橋
一
丁
目
、
新
橋
一
丁
目
、

中
央
区
浜
離
宮
庭
園
、
銀
座
一
丁
目
、

銀
座
二
丁
目
、
銀
座
三
丁
目
、
銀
座
八

丁
目
、
築
地
一
丁
目
、
築
地
二
丁
目
、

新
富
一
丁
目
、
新
富
二
丁
目
、
八
丁
堀

四
丁
目
、
京
橋
三
丁
目
、
八
重
洲
二
丁

目
及
び
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
各
地

内
変
更
す
る
部
分

中
央
区
新
富
一
丁
目
地
内

都
市
高
速
道
路

第
四
号
線

追
加
す
る
部
分

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
及
び
銀
座
一
丁

目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
、
丸
の
内
三

丁
目
及
び
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
各
地

内

変
更
す
る
部
分

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
、
丸
の
内
一

丁
目
、
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
一
丁
目
、

八
重
洲
一
丁
目
及
び
八
重
洲
二
丁
目
各

地
内

都
市
高
速
道
路

第
八
号
線

廃
止
す
る
部
分

港
区
東
新
橋
一
丁
目
、
新
橋
一
丁
目
、

中
央
区
浜
離
宮
庭
園
、
銀
座
一
丁
目
、

銀
座
二
丁
目
、
銀
座
三
丁
目
、
銀
座
四

丁
目
、
銀
座
五
丁
目
、
銀
座
六
丁
目
、

銀
座
七
丁
目
、
銀
座
八
丁
目
、
八
重
洲

二
丁
目
、
京
橋
三
丁
目
、
八
丁
堀
四
丁

目
、
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
、
有
楽

町
二
丁
目
及
び
丸
の
内
三
丁
目
各
地
内

都
市
高
速
道
路

晴
海
線

削
除
す
る
部
分

中
央
区
築
地
一
丁
目
、
築
地
二
丁
目
、

築
地
三
丁
目
、
築
地
六
丁
目
、
築
地
七

丁
目
、
明
石
町
及
び
新
富
二
丁
目
各
地

内

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
五

十
三
号
線

削
除
す
る
部
分

中
央
区
新
富
二
丁
目
、
築
地
一
丁
目
、

築
地
二
丁
目
、
築
地
三
丁
目
及
び
明
石

町
各
地
内

変
更
す
る
部
分

中
央
区
入
船
三
丁
目
、
明
石
町
、
湊
三

丁
目
、
佃
一
丁
目
、
佃
二
丁
目
、
佃
三

丁
目
、
月
島
一
丁
目
、
月
島
二
丁
目
及

び
晴
海
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
千
代
田
区
役
所
、
中

央
区
役
所
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
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都
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京

都

東
京
都
新
宿
区
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丁
目
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号

電
話

〇
三（
五
三
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一
）一
一
一
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代
）
郵便番号
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本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
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〇
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円
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郵
送
料
を
含
む
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印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話
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三（
三
八
一
二
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代
）
郵便番号
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